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国・地域名 月日

3月13日

6月16日

3月11日

4月29日

3月13日

6月13日

3月13日

6月10日

3月12日

3月15日

3月13日

5月25日

3月13日

5月12日

不要不急な日本への旅行は避けるとともに、どうしても旅行が不可避な場合はオンラインでの渡航登録をすることを強く
求めると勧告。 シンガポール

政府外務省（勧告レベルが緩和され）日本への不要不急の渡航延期勧告を解除。但し、住宅、事業所、交通インフラの混乱が続く福
島、宮城、および岩手県沿岸地域および福島原発から半径80km以内の旅行を避けるよう勧告。

福島県、宮城県、岩手県、茨城県の４県に対する黒色警報（渡航禁止）を赤色警報（渡航自粛）に下げる。ただし、福島
原発半径８０Km以内は旅行しないよう警告する。日本の他の地域は、黄色警告（渡航注意勧告）を解除する。

マレーシア

日本への渡航延期を勧告。

マレーシア外務省
（勧告レベルが緩和され）、日本全土への不要不急の渡航延期勧告の解除。
福島第一原発から半径80km、及び福島県内で警戒区域に設定されている地域への旅行を避けるよう勧告。

シンガポール

台湾

テレビを通じて、青森、岩手、福島及び北海道への旅行を中止するよう勧告。

交通部観光局

タイ

日本への渡航延期勧告（被災地への渡航について、平常に戻るまでの延期）。

タイ外務省

被災地への渡航自粛を勧告。

香港

福島県に対しては黒色警報（最高レベルの警報）発出、その他の地域は赤色警報を維持。被災地域への訪問は避ける
よう勧告。

香港政府

中国

訪日の際は十分に安全を確保し、福島や仙台等、被害が深刻な地域には行かないように注意喚起。

中国国家旅遊局福島などの深刻な被災地への訪問は自粛し、日本の他の地区を訪問予定の中国人観光客は、訪問先の衛生状態及び
日本の関係当局が出す情報に注意を払うよう求める。（被災地への渡航延期勧告から深刻な被災地への訪問自粛勧告
へ緩和）

赤色警告（渡航に適しない）が発出されていた東北地方のうち、福島県を除く全県の赤色警告を解除した。また、沖縄県
を除き日本全域に適用されていた灰色警告（注意喚起）についても解除した。（これにより、福島県を除く全域で一切の
渡航制限が解除された）
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各国・地域における日本渡航に関する勧告

訪日渡航注意勧告内容 発出先

韓国

東京都と千葉県を４段階のうち一番低い「渡航注意」地域に、青森、岩手、宮城、福島、茨城を１段階上の「渡航自制」地
域に指定。福島県内の原発から半径３０キロ圏内に関しては上から２番目の「渡航制限」地域に指定。

韓国外交通商省
宮城県および岩手県内陸、茨城県全域に対する旅行警報を「渡航注意」に１段階引き下げ。
○渡航禁止地域：対象地域なし（変更なし）
○渡航制限地域：福島第一原発から半径30キロ以内＋福島県飯舘村、川俣町、田村市、南相馬市(変更なし）
○渡航自粛地域：福島県、宮城県（仙台市含む）および岩手県沿岸
○渡航注意地域：宮城県および岩手県内陸、茨城県全域
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3月14日

6月2日

3月13日

5月18日

3月13日

6月9日

3月13日

4月7日

3月13日

5月13日

3月18日

5月2日

3月12日

4月18日

ドイツ

不要不急な訪日をしないよう勧告(advise not to)。

ドイツ外務省
●福島第一原発周辺地域からの退避を勧告。
●東京・横浜地区への旅行に際しては注意をはらうよう勧告。また、現地の報道や日本当局の指示に従うように勧告。

フランス

今後３日以内に高確率で関東北部に強い余震が起きる可能性があると指摘。日本への渡航自粛と、予定がある場合は
延期するよう強く勧告。

フランス政府
宮城県・茨城県・栃木県への職業上または個人的事情による渡航は自粛勧告を解除。ただし、レジャー・観光目的の渡
航は自粛勧告を継続する。福島原発から40Km以内については渡航しないことを強く勧告する。

ロシア

当面、日本への観光や私用の渡航を控えるよう勧告。

ロシア外務省

被災地への渡航延期を勧告する。（被災地以外への渡航延期勧告を解除）

英国

東京や東北地方へのすべての不必要な渡航の自粛を勧告。

英国外務省
（勧告レベルが緩和され）、渡航自粛対象地域から東京を除外（東北地方については引き続きすべての不必要な渡航自
粛を勧告）。

豪州

被災地および地震被害を受けた周辺の地域への不要不急の渡航について再考を促す勧告。また、福島県については
渡航をしないよう勧告。

オーストラリア
外務省

（県名表記がはずされ）
福島原発の周辺80Kmの警戒ゾーン＝「渡航回避」（レベル５）
地震と津波の被害を受けた本州北部の沿岸地域＝「渡航の再考」（レベル４）
上記以外の日本全体＝「自己責任」（レベル１）

オーストラリア
外務貿易省

カナダ

福島原発の２０キロ以内への立ち入りと、被災した東北地方への不必要な渡航を自粛するよう勧告。 カナダ政府

地震・津波により直接的な被害を受け、現在復旧中あるいは復旧作業を必要としている東北地域への不要不急な渡航
の回避を勧告する。
（4月21日付け勧告で対象地域とされていた、茨城県、宮城県、岩手県、福島県、栃木県の県名表示がはずされた）

カナダ外務・
国際貿易省

不要不急の渡航自粛を勧告。 インド外務省

米国

政府関係者の不要不急の渡航の延期や、一般市民の観光などの自粛。

米国国務省福島第一原発の半径50マイル（80km）以外への渡航自粛勧告を解除。ただし、東北新幹線や東北自動車道を利用し
て、80キロ圏内を通過することは「安全」とする。
福島第一原発の状況は依然深刻な状態であるが、同原発から50マイル（80km）圏外の地域における健康と安全面につ
いては、米国市民にとってのリスクは低い。
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訪日外客数（推計値）

出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

３



出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
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出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
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